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第１章 長寿命化計画の背景と目的 

 

１－１ 計画の背景 

 

平成１８年６月、国では本格的な少子高齢化社会、人口減少社会を迎え、将来における 

国民の豊かな住生活を実現するため、住生活基本法が制定され、住宅建設を重視した政策か

ら良質なストックを将来世代へ継承していくことを主眼とした政策へ大きく転換する必要

があることが示されました。 

本町では、平成２７年度に改訂した「愛川町町営住宅管理計画」及び「愛川町町営住宅ス

トック総合活用計画」に基づき、町営住宅の安定的な確保を図ってきましたが、厳しい財政

状況の中で老朽化したストックが更新期を迎え、公営住宅等に関する長寿命化の視点を含

めた効率的な施設管理が求められています。 

また、ライフサイクルコスト※（以下、ＬＣＣとする）の縮減を目指すために定期的な点

検等の確実な実施やその結果を踏まえた早期修繕の実施、計画的な修繕による予防保全的

管理の実施、長寿命化に資する改善事業の実施に取り組むことが重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 計画の目的 

 

本計画は、本町の住宅セーフティネットとして役割を担う町営住宅について、国が定める

「公営住宅等長寿命化計画策定指針」（平成２８年８月改定）及び町が策定した「愛川町公

共施設等総合管理計画」（平成２９年２月策定）等の関係計画を踏まえ策定するものです。 

また、「愛川町公共施設等総合管理計画」において、財政負担の軽減、平準化を図るため

公共施設の施設数や総延床面積の削減を図ることとしており、町営住宅については、適正な

管理戸数へと削減しながら、既存ストックを活用していく必要があることから、昭和３０年

代から昭和５０年代までに建設された老朽化が進む町営住宅の用途廃止等の事業手法の選

定を行い、その他の有効活用可能な町営住宅については、確実な点検の実施及びその点検結

果に基づく予防保全的な維持管理、改善を計画的に推進し、ＬＣＣの縮減による事業費の平

準化を図る町営住宅の適正管理に向けた計画とします。 

※ライフサイクルコスト(ＬＣＣ)・・・建物の建設、維持管理、除却までに要する費用  

「愛川町町営住宅長寿命化計画」 
「愛川町町営住宅管理計画」及び「愛川町町営住宅ストック総合活用計画」平成 28 年 3月改
訂以後の上位・関連施策の展開を踏まえ、「愛川町町営住宅長寿命化計画」として再編 

 

・町営住宅ストックの長寿命化を図り、LCC の縮減 

・町営住宅ストックの有効活用と効率的かつ円滑な更新の実施 

・長期的な視点に立った財政負担の軽減・平準化 

・持続可能な行財政運営と公共施設等の最適な配置の実現 

町営住宅の適正、かつ合理的な管理運営を図っていくため、町営住宅
の現況を把握した上で、施策の方向性や、住宅の管理・整備・維持保
全の方針などを定め、今後の町営住宅のあり方を示すことを目的とす
る計画 

 
「愛川町町営住宅管理計画」平成 28 年 3 月改訂 

計画策定の経緯 

 
「町営住宅管理計画」の方針や社会経済情勢等の変化を踏まえ、住宅
ストックの良質な形成を図るため、町営住宅の建替えや改善等の方向
性を適切に選択し、入居管理、資産活用など総合的な活用を示すこと
を目的とする計画 

「愛川町町営住宅ストック総合活用計画」平成 28 年 3 月改訂 
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愛川町都市マスタープラン 

愛川町高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画 

愛川町地域防災計画 

愛川町障がい者計画 
愛川町地域福祉計画・ 
地域福祉活動計画 

 

神奈川県住生活基本計画 

神奈川県高齢者居住安定
確保計画 

神奈川県県営住宅 
健康団地推進計画 

愛川町町営住宅長寿命化計画 

第５次 愛川町総合計画 

愛川町公共施設等総合管理計画 

愛川町町営住宅長寿命化計画の位置づけ 

地域住宅計画 
（神奈川県地域） 

１－３ 計画の位置づけ 

 

本計画は、上位計画の「第５次愛川町総合計画」及び「愛川町公共施設等総合管理計画」、

「神奈川県住生活基本計画」等の関係計画との整合を図りつつ、本町の町営住宅に関する個

別施設計画として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４ 計画期間の設定 

 

中長期の事業内容、実施時期、各住棟の供用期間等を検討し、長期的な管理の見通しを立

てる中で、その見通しに基づき、事業実施計画として町営住宅長寿命化計画を策定します。 

また、策定には、管理するストック全体の点検・修繕・改善サイクル等を勘案して一定程

度の計画期間を確保する必要があるため、計画期間を令和３年度から令和１２年度までの

１０年間とし、社会情勢の変化、事業の進捗状況等に応じて、見直しを行います。
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１－５ 計画の対象 

 

本計画の対象区域は、愛川町全域とし、計画対象とする町営住宅は、次のとおり、現在管

理する８団地１８６戸とします。 

 

※ 管理戸数は令和 2 年 4 月 1 日現在の戸数 

※ 床面積、住居専用面積については公営住宅法における面積算定 

※ 床面積について、共用部のある住宅は共用部を等分し加算  

町営住宅一覧  

No 団地名 住宅所在地 建設年度 構造別 
管理 

戸数 

床面積 

（㎡） 

住居専用面積 

（㎡） 

 

１ 川北住宅 半原5812番地 平成5年度 中層耐火3階建 

10 一般 82.54 （3ＤＫ） 66.4 

1 身障 71.14 （2ＤＫ） 55.0 

2 単身 53.56 （1ＤＫ） 37.4 

２ 原臼住宅 半原3890番地 平成21年度 低層耐火2階建 
1 身障 73.31 （2ＤＫ） 53.9 

7 一般 71.61 （2ＤＫ） 52.6 

３ 田代住宅 田代733番地 

平成12年度 

低層耐火2階建 

6 一般 91.82 （3ＤＫ） 75.5 

1 身障 80.23 （2ＤＫ） 64.7 

5 高齢 80.23 （2ＤＫ） 64.7 

平成16年度 

8 一般 94.53 （3ＤＫ） 75.4 

2 一般 82.94 （2ＤＫ） 64.6 

1 身障 82.87 （2ＤＫ） 64.5 

5 高齢 82.94 （2ＤＫ） 64.6 

４ 平山住宅 田代1887番地 昭和41年度 木造平家建 3 31.00 （2Ｋ）  31.0 

５ 三増住宅 三増783番地の1 
昭和63年度 

中層耐火3階建 
18 71.03 （3ＤＫ） 59.5 

平成2年度 9 73.57 （3ＤＫ） 59.5 

６ 松台住宅 中津636番地 昭和39年度 準耐火平家建 10 31.00 （2Ｋ）  31.0 

７ 桜台住宅 中津4065番地 

昭和44年度 

準耐火2階建 

10 42.70 （2ＤＫ） 42.7 

昭和44年度 10 39.50 （2ＤＫ） 39.5 

昭和46年度 22 42.70 （2ＤＫ） 42.7 

８ 諏訪住宅 

中津2107番地 

 2108番地 

   2111番地の1 

 

昭和52年度 

準耐火2階建 

18 58.00 （3ＤＫ） 58.0 

昭和52年度 5 54.70 （3ＤＫ） 54.7 

昭和54年度 12 61.40 （3ＤＫ） 58.9 

昭和54年度 2 55.40 （3ＤＫ） 55.4 

昭和59年度 
中層耐火3階建 

12 74.69 （3ＤＫ） 65.6 

昭和59年度 6 66.10 （3ＤＫ） 57.3 

 合     計   186   
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１－６ 位置図 

 

計画の対象となる町営住宅の位置は次のとおりです。 

 

  町営住宅位置図
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第２章 愛川町における町営住宅の現況分析 

 

２－１ 愛川町の人口・世帯数 

 

（１）人口・世帯数の推移 

 

本町の令和２年１０月１日現在の住民基本台帳人口は４０,０６７人、世帯数は

１８,５２６世帯であり、１世帯当たりの人員は２.１６人となっています。  

また、過去の国勢調査を基に、最近２０年間の人口及び世帯数の推移を見ると、人口は、

減少傾向となっているものの、世帯数は増加傾向を示しています。さらに、１世帯当たりの

人員を見ると、減少しており、世帯の細分化が進行していることが伺えます。 

 

世帯数・人口等の推移 

年 世帯数（世帯） 人  口(人) １世帯当たり人員 

平成 12年 14,316 42,760 2.99 

平成 17年 14,922 42,045 2.82 

平成 22年 16,063 42,089 2.62 

平成 27年 16,067 40,343 2.51  

令和 2年 18,526 40,067 2.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成12年～平成27年 国勢調査（人口は不詳を含む） 

※ 令和2年 住民基本台帳人口・世帯数（令和2年10月1日現在） 

※ 令和7年・令和12年 「第2期愛川町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」［推計6］人口推計（世帯推計無し） 

 

14,316 14,922 16,063 16,067
18,526

42,760 42,045 42,089
40,343 40,067 38,852

36,963
2.99

2.82
2.62 2.51

2.16

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年

世帯数・人口等の推移

世帯数（世帯） 人 口(人) １世帯当たり人員



第２章 愛川町における町営住宅の現況分析 

6 

 

 

（２）年齢別人口の推移 

 

平成２７年の国勢調査によると、本町の総人口４０,３４３人のうち、０～１４歳は

４,６５５人、１５～６４歳は２４,２９４人、６５歳以上（高齢者）は１０,５２６人とな

っています。 

また、６５歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は、２６.１％であり、神奈川県や周辺市

と比較すると、やや高い数値となっており、今後の全国的な高齢化の進展に伴い、本町にお

いても高齢化率の上昇は、避けられない状況にあります。 

  

 年齢別人口の推移 （単位：人） 

県市町名 年 0～14 歳 15～64 歳 65歳 以上 不詳 人 口 高齢化率 

愛川町 

平成 12年 6,880 30,987 4,882 11 42,760 11.4% 

平成 17年 6,058 29,529 6,445 13 42,045 15.3% 

平成 22年 5,596 28,125 8,305 63 42,089 19.7% 

平成 27年 4,655 24,294 10,526 868 40,343 26.1% 

厚木市 平成 27年 28,919 144,236 51,432 1,127 225,714 22.8% 

相模原市 平成 27年 88,850 454,821 171,040 6,069 720,780 23.7% 

神奈川県 平成 27年 1,140,748 5,744,383 2,158,157 82,926 9,126,214 23.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 12 年～平成 27 年 国勢調査（人口は不詳を含む） 

 

12.5%

12.3%

12.8%

11.5%

62.9%

63.1%

63.9%

60.2%

23.7%

23.7%

22.8%

26.1%

0.9%

0.9%

0.5%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

神奈川県

相模原市

厚木市

愛川町

年齢人口の割合（平成27年）

0～14 歳 15～64 歳 65歳 以上 不詳
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（３）世帯人員別一般世帯数の推移 

 

世帯人員別に一般世帯数の推移を見ると、平成１７年から１人世帯と２人世帯が増加傾向

にあり、４人世帯から６人世帯以上の世帯が減少傾向となっています。平成２７年度において

は１人世帯と２人世帯が全体の約６割を占めており、少人数世帯が増加していることが分か

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 12 年～平成 27 年 国勢調査 

世帯人員別一般世帯数の推移 (単位：世帯) 

 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

一般世帯数 14,298 14,908 16,045 16,046 

1人世帯 
2,614 3,094 4,125 4,520 

18.3% 20.8% 25.7% 28.2% 

2人世帯 
3,253 3,904 4,559 4,815 

22.8% 26.2% 28.4% 30.0% 

3人世帯 
3,177 3,282 3,168 3,041 

22.2% 22.0% 19.7% 18.9% 

4人世帯 
3,302 2,860 2,628 2,306 

23.1% 19.2% 16.4% 14.4% 

5人世帯 
1,216 1,150 1,012 922 

8.5% 7.7% 6.3% 5.7% 

6人世帯以上 
736 618 553 442 

5.1% 4.1% 3.5% 2.8% 

18.3%

20.8%

25.7%

28.2%

22.8%

26.2%
28.4%

30.0%

22.2%

22.0%

19.7% 18.9%

23.1%

19.2%

16.4%
14.4%

8.5% 7.7%
6.3% 5.7%5.1% 4.1%

3.5% 2.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

世帯人員別一般世帯数割合

1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上



第２章 愛川町における町営住宅の現況分析 

8 

 

２－２ 愛川町の住宅状況 

 

（１）住宅所有関係の状況 

 

平成２７年国勢調査によると、本町の住宅所有関係別の世帯構成比は、神奈川県や周辺市

と比べ、持ち家が１１,４３５世帯で７３.９％と比率が高くなっています。次いで、借家（公

的借家・民営借家・給与住宅）が３,８９７世帯で２５.２％となっており、借家の中では民

営借家が２０.５％を占め、最も多くなっています。 

住宅所有関係別の推移 (単位：世帯) 

市町等名 年 持ち家 公的借家 民営借家 給与住宅 間借り 計 

愛川町 

平成１２年 
9,728 531 2,595 523 222 13,599 

71.5% 3.9% 19.1% 3.9% 1.6% 100.0% 

平成１７年 
10,427 489 2,754 430 196 14,296 

72.9% 3.4% 19.3% 3.0% 1.4% 100.0% 

平成２２年 
11,039 514 3,272 351 217 15,393 

71.7% 3.3% 21.3% 2.3% 1.4% 100.0% 

平成２７年 
11,435 425 3,168 304 133 15,465 

73.9% 2.7% 20.5% 2.0% 0.9% 100.0% 

厚木市 平成２７年 
56,594 3,165 30,736 2,734 751 93,980 

60.2% 3.4% 32.7% 2.9% 0.8% 100.0% 

相模原市 平成２７年 
187,880 11,808 100,227 5,320 2,663 307,898 

61.0% 3.8% 32.6% 1.7% 0.9% 100.0% 

神奈川県 平成２７年 
2,357,944 184,131 1,221,199 96,014 35,261 3,894,549 

60.5% 4.7% 31.4% 2.5% 0.9% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 12 年～平成 27 年 国勢調査 

60.5%

61.0%

60.2%

73.9%

4.7%

3.8%

3.4%

2.7%

31.4%

32.6%

32.7%

20.5%

2.5%

1.7%

2.9%

2.0%

0.9%

0.9%

0.8%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

神奈川県

相模原市

厚木市

愛川町

住宅所有関係別の割合（平成27年）

持ち家 公的借家 民営借家 給与住宅 間借り
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２－３ 町営住宅の状況 

 

（１）建設年度別・構造別戸数 

 

建設年度別にみると、昭和４５年度以前は３３戸（１７.７％）、昭和４６年度から昭和

５５年度は５９戸（３１.７％）、昭和５６年度から平成２年度は４５戸（２４.２％）、平成

３年度以降は４９戸（２６.４％）が建設されており、現在１８６戸が供給されています。 

構造別にみると、耐火構造９４戸（５０.５％）と最も多く、次いで準耐火構造８９戸

（４７.９％）、木造３戸（１.６％）となっており、昭和４６年度から昭和５５年度にかけ

ては全て準耐火構造により建設されています。 

 

  

建設年度別・構造別戸数の割合（単位：戸） 

 木造 準耐火構造 耐火構造 計 

昭和４５年度以前 3 30  33 17.7% 

昭和４６～５５年度  59 0 59 31.7% 

昭和５６～平成２年度   45 45 24.2% 

平成３年度以降   49 49 26.4% 

計 
3 89 94 186 

1.6% 47.9% 50.5% 100.0% 

3

30

59

45
49

0

10

20

30

40

50

60

70

昭和45年度以前 昭和46～55年度 昭和56～平成2年度 平成3年度以降

建設年度別・構造別戸数推移

木造 準耐火構造 耐火構造 全体/ｎ=186(戸) 



第２章 愛川町における町営住宅の現況分析 

10 

 

（２）耐用年数超過状況 

 

公営住宅法による法定耐用年数は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

    

計画策定時点（令和２年度）において、耐用年数を超過しているのは木造、準耐火構造の

５５戸で、全体の２９.６％を占め、耐用年数の１/２を超過している住宅も５５戸あり、合

わせると、全戸数の約６割を占めます。 

 

 

計画目標年時点（令和１２年度）において、現在の住宅が全て現存していた場合、耐用

年数を超過するのは木造、準耐火構造の９２戸で、全体の約５割を占めます。 

  

計画策定年時点（令和２年度）耐用年数超過状況 （単位：戸） 

 木造 準耐火構造 耐火構造 計 

耐用年数超過 3 52  55 29.6％ 

耐用年数 1/2超過  37 18 55 29.6％ 

耐用年数 1/2未超過   76 76 40.8％ 

計 
3 89 94 186 

1.6% 47.9% 50.5% 100.0% 

計画目標年時点（令和１２年度）耐用年数超過見込み （単位：戸） 

 木造 準耐火構造 耐火構造 計 

耐用年数超過 3 89  92 49.5％ 

耐用年数 1/2超過   58 58 31.2％ 

耐用年数 1/2未超過   36 36 19.3％ 

計 
3 89 94 186 

1.6% 47.9% 50.5% 100.0% 

・木造（木造）、簡易耐火平屋構造（簡平）     ３０年 

・簡易耐火二階構造（簡二）           ４５年 

・耐火構造（低耐、中耐）            ７０年 

※簡易耐火構造：準耐火構造の旧名称 
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（３）住戸設備状況 

 

団地ごとのバリアフリー、３ヶ所給湯※、浴槽の整備状況を見ると、川北住宅、原臼住宅、

田代住宅については、全て整備されており、平山住宅、松台住宅、桜台住宅、諏訪住宅（低

層棟）は、いずれも整備されていない状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ヶ所給湯：台所・浴室・洗面所の３ヶ所の給湯を１台の給湯器で行う仕組み 

 

（４）耐震性 

 

新耐震、旧耐震別で見ると、新耐震の住戸は９４戸（５０.５％）であり、旧耐震の住戸

が約半数ほど現存しています。旧耐震の９２戸は、平山住宅、松台住宅、桜台住宅及び諏訪

住宅（低層棟）で、その内桜台住宅の４２戸は、平成１９年実施の耐震診断の結果により、

新耐震基準と同等の耐震性を有しており、残りの５０戸（２６.９％）が耐震性の劣る住戸

となっています。 

 

  
団地別新耐震・旧耐震状況 （単位：戸） 

団地名 新耐震 
旧耐震 

耐震性 劣る 耐震性 有 

川北住宅 13     

原臼住宅 8     

田代住宅 28     

平山住宅   3   

三増住宅 27     

松台住宅   10   

桜台住宅     42 

諏訪住宅 
中層棟 18    

低層棟  37  

合計 94（50.5％） 50（26.9％） 42（22.6％） 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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住戸設備状況

①バリアフリー ②３ヶ所給湯 ③浴槽
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２－４ 入居状況 

 

（１）入居状況 

 

各団地における入居状況は、現在管理戸数１８６戸のうち、入居戸数が１５１戸、空家戸

数が３５戸であり、全体での入居率は８１.２％となっています。 

 

  

 町営住宅の入居状況（令和２年９月１日現在） 

団地名 管理戸数 入居戸数 空室戸数 入居率 

川北住宅 １３ ７ ６ ５３.８% 

原臼住宅 ８ ７ １ ８７.５% 

田代住宅 ２８ ２４ ４ ８５.７% 

平山住宅 ３ ２ １ ６６.７% 

三増住宅 ２７ ２７ ０ １００.０% 

松台住宅 １０ ６ ４ ６０.０% 

桜台住宅 ４２ ３５ ７ ８３.３% 

諏訪住宅 
中層棟 １８ １７ １ ９４.４% 

低層棟 ３７ ２６ １１ ７０.３% 

計 １８６ １５１ ３５ ８１.２% 

7 7

24

2

27

6

35

17

26
6 1

4

1

0

4

7

1

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

団地別の入居戸数・空家戸数

入居戸数 空室戸数

※用途廃止の位置づけをしている平山住宅及び松台住宅、平成２８年実施の耐震診断の結果に

より、耐震基準を劣る結果となった諏訪住宅（低層棟）については、入居者募集を停止してい

ます。 

全体/ｎ=186(戸) 
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（２）世帯主の年齢 

 

入居世帯において、世帯主が６０歳以上の世帯が最も多く、全体の６８％を占めています。

次いで３０～５９歳が３１％、２９歳以下が１％となっており、世帯主が高齢である世帯が

全体の半数以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）世帯人員 

 

入居世帯において、１人世帯が最も多く、全体の４４％を占めており、次いで２人世帯が

３６％と少人数世帯が全体の約８割となっており、世帯人員が多くなるにつれ割合が少な

くなっています。また、高齢※・単身・障がい者世帯割合は約８割となっています。 

  

1%（29歳以下）

31%（30～59歳）

68%（60歳以上）

世帯主の年齢別の割合

79%（高齢・単身・障がい者世帯）

21%（一般世帯）

高齢・単身・障がい者世帯割合

44%（1人世帯）

36%（2人世帯）

12%（3人世帯）

6%（4人世帯） 2%（5人世帯）

世帯人員別入居世帯数割合

全体/ｎ=151(世帯) 

全体/ｎ=151(世帯) 全体/ｎ=151(世帯) 

※高齢：６０歳以上 
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（４）世帯収入分位 

 

最低収入分位（収入分位Ⅰ）の入居世帯が最も多く、全体の７９.５％を占めています。 

収入超過世帯にあたるのは全体の８.６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※1 収入分位：公営住宅法第１６条第１項に基づき毎月の家賃を定める際の家賃算定基礎額の区

分で、政令月収額（世帯あたり）の低い順に並べているもの 

※2 原則階層：特に居住の安定を図る必要のある者として別途定める裁量階層の対象層を除く公

営住宅入居対象層 

※3 裁量階層：特に居住の安定を図る必要のある者として高齢者や障がい者など、本来の収入基

準額を引き上げることができる対象層 

 

（５）募集の状況 

 

町営住宅の過去５か年の空家募集状況は、次のとおりで、応募倍率は募集戸数・募集場所

等に影響されるため、必ずしも均一ではありませんが、応募戸数が募集戸数を下回る状況が

見られます。過去５か年の平均応募倍率は０.９４倍となっています。 

 

世帯収入分位別入居世帯数 

収入 
分位 

所得月額 原則階層※2 裁量階層※3 合計 収入超過 

Ⅰ 
0 円～ 

104,000 円 
32 88 120 (79.5%)  

Ⅱ 
104,001 円～
123,000 円 

1 3 4 (2.6%)  

Ⅲ 
123,001 円～
139,000 円 

2 1 3 (2.0%)  

Ⅳ 
139,001 円～
158,000 円 

2 4 6 (4.0%)  

Ⅴ 
158,001 円～
186,000 円 

3 (収入超過） 3 6 (4.0%) 3 (2.0%) 

Ⅵ 
186,001 円～
214,000 円 

0 (収入超過） 2 2 (1.3%) 0 (0.0%) 

Ⅶ 
214,001 円～
259,000 円 

3 (収入超過） 1 (収入超過） 4 (2.6%) 4 (2.6%) 

Ⅷ 
259,001 円～
313,000 円 

1 (収入超過） 0 (収入超過） 1 (0.7%) 1 (0.7%) 

Ⅸ 313,001 円～ 5 (収入超過） 0 (収入超過） 5 (3.3%) 5 (3.3%) 

計 49 102 151 (100%) 13 (8.6%) 

募集状況（過去５年間） 

年 度 
空家募集 

募集戸数 応募戸数 応募倍率 

平成２７年度 ９ ９ １.００ 

平成２８年度 １３ １６ １.２３ 

平成２９年度 １２ １１ ０.９２ 

平成３０年度 ８ ７ ０.８８ 

令和元年度 ７ ３ ０.４３ 

計 ４９ ４６ ０.９４ 

※1 
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２－５ 他の公的賃貸住宅の状況 

 

他の公的賃貸住宅は県営住宅、県住宅供給公社住宅、高齢者向け優良賃貸住宅があり、住

宅のストックは、２５４戸あります。 

 

（１）県営住宅ストックの状況 

  

 

 

 

 

 

 

（２）県住宅供給公社住宅ストックの状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高齢者向け優良賃貸住宅ストックの状況 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和元年度版 かながわの住宅 

 

 

 

 

 

 

県営住宅の状況 

団地名 建設年 構造 棟数 戸数 

中津くすのきハイツ 平成９年 中層耐火 ２ ２６ 

県住宅供給公社住宅 

団地名 建設年 構造 棟数 戸数 

春日台 昭和４５年 中層耐火 ２ ６４ 

中津桜台 昭和４８年 中層耐火 ３ １４０ 

春日台第２ 昭和４９年 中層耐火 １ １６ 

計   ６ ２２０ 

高齢者向け優良賃貸住宅 

団地名 建設年 構造 棟数 戸数 

コーポカヤⅢ 平成１３年 中層耐火 １ ８ 
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２－６ 町営住宅の現状と課題 

 

（１）住環境を取り巻く課題 

 

本町においては、すでに人口が減少傾向となっていることから、現在の管理戸数や空家住

宅の応募倍率などを総合的に検討し、適切な管理戸数を定めていく必要があります。 

 

（２）町営住宅ストックの課題 

 

本町においては、本格的な少子高齢・人口減少社会を迎え、社会保障関係経費の増加など、

行政需要がますます増大する一方、生産年齢人口の減少や税制改正による町税収入の減収

など、財政を取り巻く環境は一層厳しいものとなっています。 

また、新型コロナウイルスによる経済状況の変化等により、将来に向けた財政基盤を見通

すことが困難な状況が続く中で、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっており、行政

サービスの質の維持や、安全・安心の確保を図りながら、将来的な施設整備費の抑制、維持・

更新費用の縮減やコストの軽減など、将来世代への負担軽減が求められています。 

町営住宅においては、管理住戸の機能保全や向上、安全対策を図るため、更新・長寿命化

などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化を図り、昭和３０年代から

昭和５０年代に供給された老朽ストックについては、「愛川町公共施設等総合管理計画」の、

公共施設総延床面積削減目標を踏まえた用途廃止等の事業手法の検討が必要となります。 

 

① 老朽化の進行した木造及び準耐火構造住宅ストックへの対応 

町内には昭和３０年代から昭和４０年代に供給された木造や準耐火構造住宅が老朽化

した状態で残されています。これらのストックは既に耐用年数を超えており、耐震・耐火

等の観点からも耐用年数を超えた住宅については、解体等を検討する必要があります。 

 

② 急速に進行する高齢社会に対応した住環境整備 

町営住宅の入居世帯は、６０歳以上の単身世帯が高い割合を占めてきており、今後、さ

らに高齢者の割合は高くなることが予測されます。 

このため、本町の住宅については、高齢者向け住宅の充足が求められており、高齢者に

対応した住宅施策の検討が必要と考えられます。今後は、高齢者世帯の自立した生活を支

援するためにも、高齢者向けの仕様を持つ住宅整備が必要となってきます。 

 

③ 建替済の耐火構造住宅の経年に伴う改善事業による対応 

既に町営住宅の建替を行い、建築後１５年を経過した耐火構造住宅については、外壁や

屋根などの改善事業が必要となってきます。 

そのため、適切な手法選定により、ストックを活用することが必要となります。 

 

④ 高齢・単身・障がい者世帯の小規模世帯増加への対応 

現在、町営住宅の入居者は、高齢・単身・障がい者の世帯が、全体の約８割を占めてお

り、今後の町営住宅の需要は、少子高齢化社会の進行等に伴い、小規模世帯の占める割合

が、さらに高くなると想定されます。 



第２章 愛川町における町営住宅の現況分析 

17 

 

このことから、公営住宅を必要とする世帯に対し、その世帯に適した規模の住宅供給や、

世帯・年齢構成の異なる世帯同士の交流に配慮した住宅供給が望まれます。 

 

⑤ 地域のまちづくりとの連携 

町営住宅は、住宅に困窮する世帯の救済という住宅政策としての基本的な役割を担うと

ともに、限られた町有地としての敷地を活用した中で、周辺地域に調和した環境整備や住

み慣れた地域形成など、社会的な要請に応じていくことが望まれます。 

 

⑥ 新たな手法の検討 

町営住宅の供給にあたっては、公営住宅法上、民間が建設した住宅の借上げや買取り

などの手法が可能となっています。特に、近年の経済・社会情勢から見て、公共事業に

おいて民間活力の導入を検討することは重要となっています。 

 

（３）団地ごとの課題 

 

川北住宅：平成５年度に建設され、２７年が経過していますが、当面は維持管理が必要と

なります。 
 

原臼住宅：平成２１年度に建設され、１１年が経過しています。今後は、定期的な点検と

計画修繕が必要となります。また、平成２８年３月に改訂した「愛川町町営住

宅管理計画」及び「愛川町町営住宅ストック総合活用計画」において、予定し

ていた原臼住宅第２期建設（建替）事業については、愛川町公共施設等総合管

理計画を踏まえた町営住宅全体の目標管理戸数や、地域の需要、近隣団地の空

家発生状況からみて、中長期的には、戸数減を図ることが望ましいことから、

実施しないものとします。 

 

田代住宅：平成１２年度及び平成１６年度に建設され、２０年及び１６年が経過していま

す。今後は、定期的な点検と計画修繕が必要となります。 

 

平山住宅：昭和４１年度に建設され、５４年が経過しています。耐用年数を超過し、老朽

化が著しいことから、入居者の退去後、用途廃止を行い、敷地については、売

却を検討します。 

 

三増住宅：昭和６３年度及び平成２年度に建設され、３２年及び３０年が経過しています。

今後は、屋根防水、外壁塗装、給排水設備等の個別改善が必要となります。 
 

松台住宅：昭和３９年度に建設され、５６年が経過しています。耐用年数を超過し、老朽

化が著しいことから、入居者の退去後、用途廃止を行い、敷地については、売

却を検討します。 
 

桜台住宅：昭和４４年度及び昭和４６年度に建設され、５１年及び４９年が経過していま

す。すでに耐用年数が過ぎていますが、耐震性があることから当面は維持管理
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が必要となります。 
 

諏訪住宅：中層棟については、昭和５９年度に建設され、３６年が経過しています。今後

は、屋根防水、給排水設備等の個別改善が必要となります。低層棟については、

昭和５２年度及び昭和５４年度に建設され、令和３年度及び令和５年度に耐用

年数を超えることや、耐震診断において、耐震性が基準より劣る結果となり、

そのうちＥ－３号棟については耐震補強が困難となっており、その他住棟につ

いては、耐震性が基準を僅かに下回り、耐震補強が必要となっている状況から、

今後の事業手法については、用途廃止等の検討が必要となります。



第３章 長寿命化に関する基本方針 

19 

 

第３章 長寿命化に関する基本方針 

 

３－１長寿命化に関する基本方針 

 

町営住宅の長寿命化に向けて、建物の老朽化や劣化による事故、居住性の低下等を未然

に防ぐため、定期点検等の結果により、町営住宅の現状を把握し、適切な時期に修繕等を

行うとともに、耐久性の向上や躯体の経年劣化を軽減するための改善等、長寿命化に資す

るための機能を向上させ、ＬＣＣを縮減するものとします。 

なお、長寿命化計画の実施にあたっては、ＰＤＣＡサイクルによる計画の進捗状況とそ

れに伴う効果等の検証を行い、社会の状況や計画の進捗状況に合わせた見直しを行いま

す。 

 

（１）修繕の実施・データ管理に関する方針 

町営住宅の適正な維持管理に向け、修繕の実施・データ管理に関する方針を次のように定

めます。 

 

 

 

 

 

 

（２）改善事業の実施による長寿命化及びＬＣＣの縮減に関する方針 

町営住宅の改善事業の実施による、長寿命化及びＬＣＣの縮減に関する方針を次のよう

に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■修繕の実施・データ管理に関する方針 

・日常点検、定期点検を実施して住宅の状態を把握します。 

・定期点検、修繕周期と過去の修繕履歴に基づいて計画的に修繕します。 

■改善事業の実施による長寿命化及びＬＣＣの縮減に関する方針 

・予防的な観点から、日常点検により修繕を実施します。 

・維持管理状況を的確に把握できるように点検記録を作成するとともに、点検結果に

基づいて周期的な修繕及び改善を実施します。 

・耐火構造（低耐、中耐）の目標使用年数は、長寿命化型改善を行った場合、８０

年とします。 
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  「長寿命化に関する基本方針」に基づくＰＤＣＡサイクルイメージ

【Plan】 

町営住宅 

長寿命化計画 

【Do】 

修繕・改善 

【Check】 

一元管理・ 

データベース 

【Action】 

定期点検・ 

日常点検 

定期点検・日常点検を踏まえた、
適切な修繕・改善の結果を整理
したデータベース等を参考に、
適宜計画の見直しを行います。 

長寿命化計画に基づく、
定期点検・日常点検・修
繕・改善を実施し、データ
ベースに整理します。 
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第４章 町営住宅長寿命化計画における事業手法の選定 

 

４－１ 団地別・住棟別事業手法の選定 

 

（１）事業手法の選定フロー 

各団地のストック活用の判定においては、公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成２８年

８月改定）に記載されているフローに基づき、次のように進めます。 

 

 

  

①公営住宅等の需要見通しに基づく将来ストック量の推計【中長期】

②1次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性による事業手法の仮設定

③２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定

④３次判定：計画期間における事業手法の設定

２）物理的特性による判断１）社会的特性による判断

全て活用 

に適する 
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（２）公営住宅等の需要の見通しに基づく将来ストック量の推計 

 

公営住宅等の需要見通しの検討にあたり、中長期的な時点における世帯数等の推計を基

に自力では最低居住面積水準※1を達成することが著しく困難な年収である世帯（以下、「著

しい困窮年収未満の世帯※2」という。）を推計するため、国立社会保障・人口問題研究所が

推計、公表している「日本の地域別将来推計人口」や総務省が公表している「国勢調査」等

のデータを基に、国のプログラムである「ストック推計※3プログラム」を用いて算出しまし

た。 

推計結果では、著しい困窮年収未満の世帯数は、令和２年に７８３世帯、計画目標年の令

和１２年に７４９世帯と、１０年間で３４世帯（４.３％）減少する見込みとなっています。

要因としては、本町の今後の人口減少が挙げられ、「第２期愛川町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」（令和２年３月策定）による人口推計でも、令和２年から令和１２年度にかけて

約３,３００人（約８％）の減少が推計されていることから、著しい困窮年収未満の世帯数

についても同様に減少傾向となる一方で、「ストック推計プログラム」の推計結果によると、

本町の高齢者世帯数は令和１２年にかけ増加傾向にある予測となっていることから、著し

い困窮年収未満の世帯の減少率は人口の減少率よりも小幅になることが考えられます。 

 
 

 

 

 

現在、町内に供給されている公的賃貸住宅※4は、町営住宅１８６戸、県営住宅２６戸、県

住宅供給公社住宅２２０戸、高齢者向け優良賃貸住宅８戸の計４４０戸となっています。 

町営住宅の入居戸数は、管理戸数１８６戸中、１５１戸となっており、過去５か年の町営

住宅の入居募集では平均応募倍率が０.９４倍、令和２年度の入居募集では平均応募倍率で

０.３８倍と、例年応募倍率が低下しています。 

また、入居者を再募集している９戸に加え、他の公的賃貸住宅の入居募集が６戸（県住宅

供給公社住宅５戸、高齢者向け優良賃貸住宅１戸※令和２年１１月時点）ある状況を踏まえ、

現在の町営住宅の需要は、現在の入居戸数１５１戸と同一と想定し、計画目標年（令和

１２年）での町営住宅の適正管理戸数は、著しい困窮年収未満の世帯数の推計結果の

４.３％の需要減少割合を乗じた、６戸減の１４５戸になると推定しました。 

なお、社会情勢の変化により戸数に不足が生じる場合や、町営住宅の用途廃止により、入

居者の居住の安定を図る必要がある場合には、民間住宅の借上げ等を含め検討します。 

※1 最低居住面積水準：住生活基本計画（全国計画）において定められている、世帯人数に応じて、健康

で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準（単身

者２５㎡・２人以上の世帯１０㎡×世帯人数＋１０㎡） 

※2         ：世帯収入と民営借家市場の実態から、公営住宅施策対象世帯のうち自力で最低居

住面積水準の住宅を確保することが著しく困難な年収世帯のこと 

※3 ストック推計    ：将来のある時点において、全ての借家（公営住宅等だけでなく民間賃貸住宅等も

含めた借家）に居住する著しい困窮年収未満の世帯数を示すものであり、推計結

果がそのまま将来の公営住宅等ストック量を示すものではない 

※4 公的賃貸住宅     ：国、地方公共団体、公社、都市再生機構等が供給または家賃補助を行う賃貸住宅 

著しい困窮年収未満の世帯数 

推計時点 
令和 2年度
計画策定年 

令和 7年度 
令和 12年度
計画目標年 

令和 17年度 令和 22年度 

対象世帯数 783 782 749 703 631 

著しい困窮年収未

満の世帯 
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（３）１次判定（団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性による事業手法の仮設定） 

 

選定フロー及び選定基準に基づく本町における町営住宅の判定を行います。 

 

① 社会的特性による判断 

本町における町営住宅の管理状況を団地別、住棟別に整理する。選定フローに基づき、

需要、効率性、立地条件により、対象住宅（住棟）の「維持管理する団地」と「維持管理

について判断を留保する団地」を判断します。 

なお、耐用年数を超過し、老朽化の著しい平山住宅と松台住宅については、この判定と

は別に用途廃止する団地としております。 

 

（ア）需要、効率性、立地条件による判断 

「維持管理する団地」と「維持管理について判断を留保する団地」の判定において

は需要、効率性、立地条件から判断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※諏訪住宅(低層棟)については平成２８年実施の耐震診断による、耐震基準をわずかに下回る結果から

入居者募集を停止し、政策空家として確保していますが、同団地の諏訪住宅（中層棟）の入居率は

９４.４％となっており、地域としての需要があると判断します。 

   

需要、効率性、立地条件による判断 

団地名 入居率 
第一種低層 
住居専用地域 

敷地 
形状 

敷地面積 
バス停までの

距離 
災害危 
険区域 

川北住宅 53.8% 区域外 整形 1,741.75㎡ 約 340ｍ 区域外 

原臼住宅 87.5% 区域外 整形 3,141.00㎡ 約 340ｍ 区域外 

田代住宅 85.7% 区域外 整形 3,743.03㎡ 約 380ｍ 区域外 

三増住宅 100.0% 区域外 整形 3,532.56㎡ 約 130ｍ 区域外 

桜台住宅 83.3% 区域外 整形 3,292.54㎡ 約 90ｍ 区域外 

諏訪住宅 
中層棟 94.4% 

区域外 整形 6,170.74㎡ 約 250ｍ 区域外 
低層棟 70.3% 

需要 入居率>８０％ 
需要 
有り 

効率性 

第一種低層住居専用 
地域以外 

効率性 
良い 

敷地形状=整形かつ 
敷地面積＞１，５００㎡ 

効率性 
良い 

立地 

バス停までの距離 
５００ｍ以内 

立地 
良い 

浸水の災害危険区域外 
立地 

問題なし 

 

左記に１つでも 
非該当 

左記全てに該当 維持管理する団地 

原臼住宅・田代住宅 
三増住宅・桜台住宅 
諏訪住宅（中層棟） 

諏訪住宅（低層棟） 

 
維持管理について 
判断を留保する団地 

川北住宅 
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  ② 物理的特性による判断 

社会的特性による判断で「維持管理する団地」については、改善要否または優先的な対応

の中で改善可否の判断を行います。 

また、社会的特性による判断で「維持管理について判断を留保する団地」については、維

持管理、改善、建替、用途廃止の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

（ア）躯体の安全性の判断 

躯体の安全性については、建設年度と１９８１年（昭和５６年）の新耐震基準の適

合状況によって判断します。 

 

（イ）避難の安全性の判断 

避難の安全性については、二方向避難及び防火区画の有無によって判断します。 

二方向避難は、ベランダ及び階段で二方向の出入口が確保されているかの判断を行

います。複数建ての住居では、一階部は入口とベランダで二方向確保がされているも

のとし、二階以上の階では、ベランダ部に避難路が確保されていない場合は避難器具

の有無を調べ、避難器具もない場合には未確保として判断を行います。また、防火区

画に関しては、公営住宅等整備基準に基づいて設計されているため、全ての住宅で確

保されているものとして判断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理的特性による判断 

躯体の安全性 新耐震基準及び耐用年数未超過 安全性有り 

避難の安全性 二方向避難、防火区画ともに確保 安全性有り 

居住性 
最低居住面積水準世帯無し、浴槽、バリアフリー、 

3 ヶ所給湯全て整備 
問題なし 

躯体の安全性の判断 

団地 竣工年度 
新耐震基準 

の適合 
耐用年数 判断 

川北住宅 平成５年 新耐震 未超過 ○ 

原臼住宅 平成２１年 新耐震 未超過 ○ 

田代住宅 平成１２年、平成１６年 新耐震 未超過 ○ 

三増住宅 昭和６３年、平成２年 新耐震 未超過 ○ 

桜台住宅 昭和４４年、昭和４６年 旧耐震 超過 × 

諏訪 
住宅 

中層棟 昭和５９年 新耐震 未超過 ○ 

低層棟 昭和５２年、昭和５４年 旧耐震 未超過 × 

避難の安全性の判断 

団地 二方向避難 判断 防火区画 判断 

川北住宅 確保 ○ 確保 ○ 

原臼住宅 確保 ○ 確保 ○ 

田代住宅 確保 ○ 確保 ○ 

三増住宅 確保 ○ 確保 ○ 

桜台住宅 確保 ○ 確保 ○ 

諏訪 
住宅 

中層棟 確保 ○ 確保 ○ 

低層棟 確保 ○ 確保 ○ 
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（ウ）居住性の判断 

居住性では、「最低居住面積水準未満世帯の有無」「浴槽の有無」「バリアフリー」

「３ヶ所給湯」の項目に基づき判断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居住性の判断 

団地 
最低居住面積水準
未満世帯の有無 

浴槽の 
有無 

バリア
フリー 

３ヶ所
給湯 

判断 

川北住宅 無 ○ ○ ○ ○ 

原臼住宅 無 ○ ○ ○ ○ 

田代住宅 無 ○ ○ ○ ○ 

三増住宅 無 ○ × × × 

桜台住宅 有 × × × × 

諏訪 
住宅 

中層棟 無 ○ × × × 

低層棟 有 × × × × 

躯体・避難の安全性に係る改善の必要性 

躯体の安全性 
新耐震基準及び 
耐用年数未超過 

安全性有り 

避難の安全性 
二方向避難、 

防火区画ともに確保 
安全性有り 

 

改善必要 

諏訪住宅（低層棟）
桜台住宅 

 

上記に１つ
でも非該当 

上記全てに
該当 

居住性に係る改善の必要性 

居住性 
最低居住面積水準世帯無し、浴槽、
バリアフリー、3ヶ所給湯全て整備 

 

改善不要 

川北住宅・原臼住宅
田代住宅・三増住宅 
諏訪住宅（中層棟） 

 

上記に非該当 上記に該当 上記に該当 

改善不要 

川北住宅・原臼住宅
田代住宅 

 

改善必要 

三増住宅 
諏訪住宅（中層棟） 

 

躯体・避難の安全性 
に係る改善の可能性 

躯体に係

る改善 

耐震性基準以下または耐用年数
超過 

 

改善不可能 

耐震性基準以下 耐用年数超過 

諏訪住宅 
（低層棟） 

桜台住宅 
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➢ 「①社会的特性による判断」と「②物理的特性による判断」より、１次判定結果は次のとお

りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１次判定結果 

2)物理的特性 

1)社会的特性 
改善不要 改善が必要 

優先的な対応が必要

(改善可能) 

優先的な対応が必要

(改善不可能) 

維持管理する団地 

維持管理 改善又は建替 
優先的な改善 

又は優先的な建替 
優先的な建替 

原臼住宅 

田代住宅 

三増住宅 

諏訪住宅(中層棟) 
 

桜台住宅 

諏訪住宅(低層棟) 

継続管理について 

判断を留保する団地 

維持管理、又は

用途廃止 

改善、建替又は用

途廃止 

優先的な改善、優先

的な建替又は優先的

な用途廃止 

優先的な建替又は優

先的な用途廃止 

川北住宅  

 

 

Aグループ 

Bグループ 
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（４）２次判定（１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法

の仮設定） 

 

２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断（改善事業を実施するのか建

替事業を実施するのか、将来にわたって継続管理するのか建替を前提とせず当面管理する

のか）を留保した団地・住棟を対象として、次の事項を踏まえ、判定を行います。 

 

①  ＬＣＣによる判断【Aグループ】 

１次判定結果において、改善又は建替の判断を留保された団地について、「公営住宅等長

寿命化計画策定指針」（平成２８年８月改定）のＬＣＣ算定プログラムを使用し、建替事業

よりも改善事業を実施する方がＬＣＣ（４４ページ参照）の縮減につながる結果となった場

合は、事業手法を改善と判断し、そうでない場合は建替と判定します。 

 

②将来ストック量による判断【Bグループ】 

１次判定結果において、継続管理について判断を留保された団地について、将来ストック

量を踏まえて団地ごとの活用の優先順位を検討し、将来にわたって「継続管理する団地」と

するのか、将来的には他団地との集約や、公的賃貸住宅、民間賃貸住宅等との役割分担を検

討した上で、当面管理する団地（建替を前提としない）とするかの判断を行います。 

 

➢ ２次判定結果は次のとおりです。 

 

 

 

  

２次判定結果 

グループ 

区分 
対象団地 

1 次 

判定結果 
2 次判定 

2 次 

判定結果 

A 

三増住宅 

改善又は

建替 

ＬＣＣ算出の結果から、改善により長寿命化を

図ることとします。 

※６－２ ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の

縮減効果に基づく 

改善 

諏訪住宅 

（中層棟） 

ＬＣＣ算出の結果から、改善により長寿命化を

図ることとします。 

※６－２ ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の

縮減効果に基づく 

改善 

B 川北住宅 

維持管理

又は用途

廃止 

空家率等からストックに対し需要が小さい現状

ですが、設備等の居住性は高く、残耐用年数が

40 年程あることや、用途廃止住宅の入居世帯の

移転先として活用できることから、当面維持管

理とします。 

当面維持管理 
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（５）３次判定 

 

１次判定では団地及び住棟単位の社会的特性及び物理的特性で判断し、２次判定では住

棟単位の技術的判断を行いました。しかし、複数の住棟から構成される団地では、団地内に

おいて異なる事業手法の判定を受ける住棟が混在するなど、事業の円滑・効率的な実施の観

点から、必ずしも判定が適切とは考えられないケースもあります。 

また、今回、判定指標には考慮されなかった団地や住棟、または地域が持つ固有の制約条

件などにより、１次判定及び２次判定で選定された事業手法が合理的ではない場合も考え

られます。 

これらの事態を踏まえ、３次判定にあたっては、次の事項を踏まえ、総合的な判定を行い

ます。 

 

① 基本的な要件 

 

（ア）団地単位での効率的活用に関する検討 

改善、建替と判定された住棟が混在する団地において、より効率的な事業実施が可

能となる場合は判定の見直しを検討します。例えば、大多数の住棟が建替であり一部

の棟のみが改善と判定された場合、全ての住棟を建替えることで一層の有効利用が

可能であれば、判定を変更するメリット・デメリットを整理した上で、判定見直しを

行うことが考えられます。 

また、事業実施時期の調整も行います。例えば、全ての住棟が改善として判定され

た団地において、建設時期や過去の修繕・改善実績等からは改善事業実施時期を分散

させることが妥当と見える場合でも、同時期に工事発注することでコストダウンを

図ることができる場合もあります。 

このように、団地単位で判定結果を俯瞰し、より効率的な事業実施に向けた検討を

行います。 

 

（イ）集約・再編等の可能性による再判定 

一定の地域において複数の団地が存在する場合等は、地域の実情を踏まえて集約・

再編等の可能性を検討する。例えば、一定の地域において建替と判定された中・小規

模団地が複数ある場合、小規模団地を現地で建替えると有効利用に限界があること

から、中規模団地に集約して有効利用を図ることが考えらます。 

また、当該地域の中に相応の規模を有する公有地が存する場合には、公有地を活用

した非現地建替を実施することで、合理的な事業実施が可能となる場合もあります。

また、改善と判断された単独住棟がある場合には、当該住棟は別団地に集約した上

で、その敷地を民間事業者等に売却して他の用途へ転用することが地域の活性化に

有効な場合もあります。 

一定の地域において複数の建替事業を実施する際には、事業実施の順序を工夫し、

入居者の仮移転を減少させることで、入居者の移転に伴う負担を軽減するとともに

事業費の抑制を図ることが可能となる場合もあります。 

このように、地域単位で判定結果を俯瞰し、再編・集約の可能性、事業実施時期等

について検討を行います。 
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（ウ）地域ニーズへの対応等の総合的な検討 

団地単位での効率的ストック活用、まちづくりの観点から見た地域整備への貢献、

地域単位での効率的ストック活用、周辺道路の整備状況、仮住居の確保、他の事業主

体との連携等を踏まえ、判定を行います。 

 

（エ）計画期間における事業手法の決定 

長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（１０年間）内に実施を予定する事業（新

規整備改善、建替、用途廃止）を決定します。 

 

② 桜台住宅及び諏訪住宅（低層棟）について 

桜台住宅及び諏訪住宅（低層棟）は、１次判定結果のとおり、優先的な建替の実施が必

要とされますが、平成２９年２月に策定した愛川町公共施設等総合管理計画において、公

共施設の維持管理費等の財政負担の軽減を図るため、公共施設の縮小を図るものとしてい

ることから、町営住宅全体の目標管理戸数を踏まえ事業手法の設定を行います。 

 

➢ ３次判定結果は次のとおりです。 

 

１次判定において、維持管理と判定した原臼住宅、田代住宅、２次判定において当面維持管

理と判定した川北住宅、改善と判定した三増住宅、諏訪住宅(中層棟)については、それを最終

判定とし、３次判定は行いません。 

１次判定において、優先的な建替と判定した諏訪住宅（低層棟）及び桜台住宅の事業手法に

ついて、愛川町公共施設等総合管理計画で定める、４０年間で公共施設の総延床面積３０％削

減目標に基づき展開していく必要があることから、今後の町営住宅の目標管理戸数を設定する

にあたっては、この削減目標量を指標として、用途廃止団地、建替団地の規模を検討する必要

があります。 

対象住宅の中でも、諏訪住宅（低層棟）については、耐震性が基準より劣ることから、計画

期間の令和３年度から令和１２年度において用途廃止を行い、現在の入居者に対しては、他の

町営住宅などへの住替えの斡旋を図っていきます。また、耐用年数は超過しているが耐震性の

ある桜台住宅については、当面維持管理とします。 
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（６）１次判定～３次判定結果は次のとおりです。 

 

 

  

各団地の事業手法と管理戸数 

団地概要 事業手法 

備考 
団地 棟数 

管理 
戸数 

建替 

継続 当面 

用途 
廃止 改善 

維持 
管理 

改善し
当面維
持管理 

当面維
持管理 

川北住宅 １ １３     １３   

原臼住宅 １ ８   ８     

田代住宅 ２ ２８   ２８     

平山住宅 ３ ３      ３  

三増住宅 ２ ２７  ２７     長寿命化型・居住性向上型改善 

松台住宅 ２ １０      １０  

桜台住宅 ９ ４２     ４２   

諏訪住宅 
中層棟 ２ １８  １８     長寿命化型・居住性向上型改善 

低層棟 ８ ３７      ３７  

計 ３０ １８６ ０ ４５ ３６ ０ ５５ ５０  

判定結果 

団地 棟数 
管理 

戸数 
竣工年度 構造 

１次 

判定結果 

２次 

判定結果 

３次 

判定結果 

川北住宅 １ １３ 平成５年 耐火 
維持管理又は

用途廃止 
維持管理 

当面 

維持管理 

原臼住宅 １ ８ 平成２１年 耐火 維持管理  維持管理 

田代住宅 ２ ２８ 
平成１２年 

平成１６年 
耐火 維持管理  維持管理 

平山住宅 ３ ３ 昭和４１年 木造 用途廃止  用途廃止 

三増住宅 ２ ２７ 
昭和６３年 

平成２年 
耐火 改善又は建替 改善 改善 

松台住宅 ２ １０ 昭和３９年 準耐火 用途廃止  用途廃止 

桜台住宅 ９ ４２ 
昭和４４年 

昭和４６年 
準耐火 優先的な建替  当面 

維持管理 

諏訪住宅 

中層棟 ２ １８ 昭和５９年 耐火 改善又は建替 改善 改善 

低層棟 ８ ３７ 
昭和５２年 

昭和５４年 
準耐火 優先的な建替  用途廃止 
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第５章 町営住宅長寿命化計画のための実施方針 

前章で選定した各事業手法について、その実施方針は次のとおりです。 

 

５－１ 点検の実施方針 

 

建物の点検等を定期的に、または日常的に行うことにより、例えば外壁コンクリート

の剥離などによる事故を未然に防ぐだけでなく、点検後の適切な処置により修繕費を抑

えることも可能になります。また、建物の機能を十分に発揮することで、居住性の向上

につながります。定期点検等の方針については次のとおりです。 

 

（１）定期点検及び日常点検 

定期点検については、建築基準法第１２条の規定に準じた点検と同様に、３年に１回

実施します。また、日常点検はすべての住棟を対象に実施し、国土交通省住宅局住宅総

合整備課による「公営住宅等日常点検マニュアル（平成２８年８月）」を参考に、職員

が団地を訪問する機会を捉えて、外観からの目視により容易に確認することが可能な外

壁やバルコニー手摺等について、日常点検を月に１回程度実施します。 

法定点検の項目にはないもの（遊具、外構、自転車置き場等）についても、町営住宅

の適切な維持管理のために状況を把握することが必要と考えられるものについては、日

常点検において点検することとします。 

 

（２）住宅内部における点検 

住居内の設備劣化状況等の点検は、住宅内部に立ち入る必要があり、定期点検・日常

点検の実施が困難であることから、入退去時には確実に点検を実施し、その点検記録を

蓄積します。 

 

（３）点検結果の活用 

定期点検の結果は、それぞれデータベースに記録し、修繕・維持管理の的確な実施や

次回の点検に役立てることとします。 

 

日常点検の内容は概ね次ページ、公営住宅等日常点検マニュアルの日常点検項目一覧

（耐火準耐火編、木造編）のとおりです。 
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日常点検項目一覧 

 

 

 

  

（耐火準耐火編） 
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（木造編） 
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出典：公営住宅等日常点検マニュアル(耐火準耐火編、木造編) 

平成 28年 8 月国土交通省住宅局 住宅総合整備課 



第５章 町営住宅長寿命化計画のための実施方針 

36 

 

５－２ 計画修繕の実施方針 

 

本計画における修繕対応としては、標準的な修繕周期を踏まえた定期的な点検や経常

的な修繕を実施します。また、適切な時期に予防保全的な修繕を実施することで、居住

性や安全性等の維持・向上を図り、長期的な活用を目指します。 

建物を長期にわたって良好に維持管理していくためには、点検結果及びデータベース

等の内容を踏まえ、予防保全的な観点から計画修繕を実施することが重要となります。 

そのため、修繕項目と周期に基づき、定期点検や日常点検の結果を踏まえ、予防保全

が必要な部位については優先的に修繕を行い、点検の結果、建物の安全性等が確保され

た場合は修繕の実施時期を延期するなど柔軟に対応しながら修繕を実施します。 

また、将来的に建替予定としている団地については、残存耐用年数や修繕項目の修繕

周期等も踏まえて改善・修繕事業の要否を判断し、場合によっては実施しないことも可

能とします。 

修繕の内容は、点検結果と同様に、履歴の整理や修繕データを蓄積し、次の点検や修

繕に活かすものとします。 

 

計画修繕の修繕周期は概ね次ページ、修繕周期表のとおりです。 
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出典：公営住宅等長寿命化計画策定指針 

平成 28年 8 月国土交通省住宅局 住宅総合整備課 



第５章 町営住宅長寿命化計画のための実施方針 

41 

 

５－３ 改善事業の実施方針 

 

町営住宅の長寿命化にあたり、維持管理のための改善事業について、次の４区分の

個別改善方針を定め、各住棟の劣化状況等を踏まえて実施します。 

なお、事業手法の選定により、「改善」とした三増住宅及び諏訪住宅（中層棟）につ

いては、この個別改善方針に基づき、実施するものとします。 

 

（１）居住性向上型 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉対応型 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）安全性確保型 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）長寿命化型 

 

 

  

方針 内容 

住戸・住棟設備の機能向上を行い、居住性

の確保を図ります。 
給湯設備の改善設置、浴室改修 

方針 内容 

高齢者・障がい者・子育て世帯等が、安

全・安心して生活できるようバリアフリー

化を進めます。 
住戸内部及び共用部の段差解消、手摺設置 

方針 内容 

防犯性や落下・転落防止など、生活事故防止

に配慮した改善を行います。 
ピッキングが困難な玄関錠への交換、外壁

落下防止改修 

方針 内容 

団地・住棟の耐久性の向上や躯体への影響

の軽減、維持管理における予防保全的な改

善を進めます。 

外壁塗装、屋根・屋上防水改修、給排水管

改修 
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５－４ 建替事業の実施方針 

 

事業手法の選定のとおり、建替事業の実施予定はありませんが、社会情勢の変化等によっ

て戸数に不足が生じた場合は、民間活力を活用した、公営住宅の供給方式となっている、

PPP※1／PFI※2方式・借上公営住宅・買取公営住宅等の民間活力の導入手法も視野に入れ、具

体的な事業手法を検討していきます。 

 

※1 PPP・・・パブリック・プライベート・パートナーシップの略。官民連携で行政と民間企業が協力し

て、公共サービスを提供すること。 

※2 PFI・・・プライベート・ファイナンス・イニシアティブの略。公共施設等の建設及び維持管理、運

営等において、民間の資金及び経営能力、技術的能力を活用すること。 

 

 

５－５ 長寿命化のための事業実施予定一覧 

 

計画期間における公営住宅等の整備・改善等に係る事業実施計画を、国の様式１～３

によりまとめ、次ページ以降のとおりです。 

 

【様式１】計画修繕・改善事業の実施予定一覧 

 

【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧 

※現段階で事業実施予定は無いため、様式のみ記載します。 

 

【様式３】共同施設に係る事業の実施予定一覧<集会所・遊具等> 

※現段階で事業実施予定は無いため、様式のみ記載します。  

 

 

  

民間活用による公営住宅供給方式 

 PPP※1／PFI※2方式 買取公営住宅 借上公営住宅 

概要 

・町が選定した民間事業者が、設

計・建設を包括的に実施する 

・施設購入費を長期の割賦払い

とすることができる 

（BTO/BOT 方式） 

・公営住宅として低額所得者

に賃貸するために必要な住

宅および付帯する施設を、

町が買取り保有する 

・公営住宅として低額所得者

に賃貸するために必要な住

宅および付帯する施設を、

町が賃借する 

メリット 

・包括業務により、コスト縮減と

公共サービスの質の確保が両

立しやすい 

・BTO/BOT 方式は、割賦方式のた

め施設整備における町の負担

が平準化される 

・事業者選定手続き等に要す

る時間が少なく、比較的早

期に供用開始できる 

・事業者選定手続き等に要す

る時間が少なく、比較的早

期に供用開始できる 

・公営住宅の需要に応じて、

供給量を調整しやすい 

デメリット 

・民間事業者にとっては、長期の

割賦払いとなる場合にリスク

がある 

・施設購入費の支払いが一括

となるため、買取時の町の

財政負担が大きい 

・長期借上の場合には、コス

トが所有よりも上回る可能

性がある 
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  【様式２】新規整備事業及び建替事業の実施予定一覧

　事業主体名：

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共

賃貸住宅

地優賃

（公共供給） 改良住宅

法定点検
法定点検に
準じた点検

注）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。

団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度

愛川町

LCC
（千円/年）

その他（　　　　　　　　　　）

次期点検時期

備考
新規又は建
替整備予定

年度

該当なし 
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第６章 ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）とその縮減効果 

 

６－１ ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算出の考え方 

 

事業手法の選定により、長寿命化型改善とした三増住宅及び諏訪住宅（中層棟）を対象に、

ＬＣＣの算出を行います。 

長寿命化型改善を実施する場合と実施しない場合について、評価期間中に要するコスト

を算出し、住棟単位（戸あたりコスト×当該住棟における住戸数）で年あたりのコスト比較

を行うこととします。算出に関わる根拠、数値については、国の公営住宅等長寿命化計画策

定指針（平成２８年８月改定）をもとに、条件整理や設定を行います。 

指針における算出イメージは、次のとおりです。 

  

（計画前） 

（計画後） 

①１棟のＬＣＣ改善効果＝ＬＣＣ（計画前）－ＬＣＣ（計画後） 

【ＬＣＣ（計画前）】 

  ＝（建設費＋修繕費＋除却費）／評価期間（改善非実施） 

 ※町営住宅長寿命化計画に基づく改善事業（ＬＣＣ算定対象）を実施しない場合に想定される管理

期間に要するコスト 

【ＬＣＣ（計画後）】 

  ＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費）／評価期間（改善実施） 

 ※町営住宅長寿命化計画に基づく改善事業（ＬＣＣ算定対象）を実施しない場合に想定される管理

期間（目標管理期間）に要するコスト 
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ＬＣＣ算出手順 

計
画
前
モ
デ
ル 

①評価期間(改善非実施)Ａ 

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間 

国の試算例を踏まえ、７０年と設定します。 

②修繕費Ａ 

修繕費Ａ=(当該住戸の建設費×修繕項目別の修繕費乗率)の累積額 

建設時点から①評価期間(改善非実施)Ａ末までの各年の修繕費を累積した費用とします。 

修繕項目・修繕費乗率・修繕周期は国の試算例を参考とし、現時点以後の各年の修繕費について

は、現在価値化して算出します。 

③建設費Ａ 

推定再建築費=(当該住戸の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第２３条の率) 

④除却費Ａ 

評価期間(改善非実施)Ａ末に実施する除却工事費 

⑤計画前ＬＣＣ 

計画前ＬＣＣ=(②修繕費Ａ＋③建設費Ａ＋④除却費Ａ)÷①評価期間(改善非実施)Ａ 

(単位：円／戸・年) 

計
画
後
モ
デ
ル 

⑥評価期間(改善実施)Ｂ 

町営住宅長寿命化計画に基づく改善事業(ＬＣＣ算定対象)及び当計画の計画期間以後に想定され

る改善事業(ＬＣＣ算定対象)を実施する場合に想定される管理期間(目標管理期間) 

国の試算例を踏まえ、長寿命化型改善を行ったことにより期待される延長年数を考慮して、８０

年(１０年延長)と設定します。 

⑦修繕費Ｂ 

修繕費Ｂ=(当該住戸の建設費×修繕項目別の修繕費乗率)の累積額 

建設時点から⑥評価期間(改善実施)Ｂ末までの各年の修繕費を累積した費用とします。 

修繕項目・修繕費乗率・修繕周期は国の試算例を参考とし、現時点以後の各年の修繕費について

は、現在価値化して算出します。 

⑧長寿命化型改善費 

当該改善を複数回行う場合は、それらの合計費用とします。現時点以後の各年の修繕費について

は、現在価値化して算出します。 

⑨建設費Ｂ 

推定再建築費=(当該住戸の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第２３条の率) 

⑩除却費Ｂ 

評価期間(改善実施)Ｂ末に実施する除却工事費 

⑪計画後ＬＣＣ 

計画後ＬＣＣ=(⑦修繕費Ｂ＋⑧長寿命化型改善費＋⑨建設費Ｂ＋⑩除却費Ｂ)÷⑥評価期間(改善

実施)Ｂ 

(単位：円／戸・年) 

Ｌ
Ｃ
Ｃ
縮
減
効
果 

⑫年平均縮減額 

年平均縮減額=⑤計画前ＬＣＣ－⑪計画後ＬＣＣ 

⑬住棟あたりの年平均縮減額 

以上より求めた年平均縮減額は戸あたりの額であり、これに当該住棟の住戸数分を乗じて、住棟

あたりの年平均縮減額を算出します。年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減効果があるもの

と判断します。 
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６－２ ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減効果 

 

（１）ＬＣＣ算出結果 

本計画において長寿命化型改善を行う三増住宅及び諏訪住宅（中層棟）を対象に、長寿

命化型改善を実施する場合と実施しない場合について、それぞれのＬＣＣを算出したとこ

ろ、各団地におけるのＬＣＣの縮減効果は次のとおりです。いずれの住棟においても長寿

命化型改善を行った場合、ＬＣＣ年平均縮減額はプラスであり、ＬＣＣの縮減につながる

と判断できます。 

 

長寿命化型改善を実施した場合のＬＣＣの縮減効果 

団地名 住棟 
管理 

戸数 
構造別 建設年度 

年平均縮減額 

(円／戸・年) 

年平均縮減額 

(円／棟・年) 

三増住宅 
１号棟 １８ 中層耐火 昭和６３年 １５,１１４ ２７２,０５２ 

２号棟 ９ 中層耐火 平成２年 ９,７２３ ８７,５０７ 

諏訪住宅 

（中層棟） 

Ｅ-１号棟 １２ 中層耐火 昭和５９年 ２４,９３９ ２９９,２６８ 

Ｅ-６号棟 ６ 中層耐火 昭和５９年 ２２,５０２ １３５,０１２ 

 

 

（２）ＬＣＣ算出による効果 

ＬＣＣの算出による効果は次のとおりです。 

① 定期点検の実施により、適切な時期に予防保全的な修繕及び耐久性の向上等を図る改善

を実施することで、町営住宅の長寿命化が図られ、コストの縮減につながります。 

 

② 適切な修繕及び改善を実施することで、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐ

ことができ、町営住宅の安全性が確保されます。 

 

③ 各住棟の劣化状況等を踏まえ、重要度に応じた維持管理及び適切な時期での修繕・改善

を実施することで、効率的な維持管理を実施できます。 

 


